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＊自動車事故による死傷事故の実態に即した法整備のために、平成26年5月に新法「自動車運転により人を死傷さ
せる行為等の処罰に関する法律」（略称：自動車運転死傷処罰法）が制定された。罰則が新設され、無免許運転によ
る事故の場合、刑が加重された。

［人身事故］自動車運転死傷処罰法

［道交法違反］
たとえば
・速度超過30km/h(高速道40 km/h)以上 →5年以下の懲役または100万円以下の罰金
・飲酒（酒酔い）→5年以上の懲役または100万円以下の罰金
・飲酒（酒気帯び＊）→3年以下の懲役または50万円以下の罰金
　＊呼気中アルコール0.15mg/ｌ以上
・無免許運転 →１年以下の懲役または30万円以下の罰金
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